
 
 
 

 
石川県歯と口腔の健康づくり推進条例（案）に対する意見の募集について 

 
１ 目的 
  条例制定や今後の参考とさせていただくため、広く県民の皆様からご意見

を募集する。  

 
２ 意見募集の対象 

石川県歯と口腔の健康づくり推進条例（案） 

   
３ 意見募集の閲覧、入手方法 
（１）県議会ホームページに掲載 
（２）次の機関で閲覧、配布 

 県議会事務局企画調査課、県行政情報サービスセンター、 
小松県税事務所、中能登総合事務所、奥能登総合事務所 

 
４ ご意見の提出方法 
  郵便、ファックス、電子メール 
  （お電話・口頭でのご意見は、お受けできません。） 

 
５ ご意見の募集期間 
  平成２６年５月１４日（水）～５月２７日（火）まで 
  （なお、郵送については、当日消印有効といたします。） 

 
６ ご意見の提出先及び問い合わせ先 
  石川県議会事務局企画調査課 企画・法制グループ 
  住所：〒920-8580 金沢市鞍月１丁目１番地 
  電話番号：(076) 225-1036    ファックス：(076) 225-1037 
  電子メール：gikai@pref.ishikawa.lg.jp 

 
 
 
 

平成２６年５月１３日 

石川県議会事務局企画調査課 

畝村（内３１４２） 

森田（内３１４３） 

外線 076-225-1036   


